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吉
岡
町
長
選
挙
お
よ
び

吉
岡
町
議
会
議
員
選
挙
投
票
日

投
票
日
は
４
月
24
日
（
日
）

�

▼
投
票
日

４
月
24
日
（
日
）

▼
投
票
時
間

午
前
７
時
〜
午
後
７

時・
投
票
所
入
場
券
（
青
色
）

吉
岡
町
長
お
よ
び
吉
岡
町
議
会
議

員
選
挙
用
の
入
場
券
を
世
帯
ご
と
に

４
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
投

票
時
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
入
場

券
を
紛
失
し
た
場
合
は
投
票
時
に
再

発
行
し
ま
す
の
で
、
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
保
険
証
な
ど
）
を
投
票
所
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
投
票
で
き
る
人
　

平
成
３
年
４
月
25
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
で
平
成
23
年
１
月
18
日
以
前

に
吉
岡
町
で
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
、
引
き
続
き
３
ヵ
月
以
上
住
所

が
あ
り
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人
が
対
象
で
す
（
投
票
日
の

前
日
ま
で
に
町
外
へ
転
出
し
た
人

は
、
投
票
で
き
ま
せ
ん
）。

期
日
前
投
票
に
つ
い
て

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど

で
投
票
で
き
な
い
人
は
、
期
日
前
投

票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
期
日

４
月
20
日
（
水
）
〜
23
日

（
土
）

▼
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８

時▼
場
所

吉
岡
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
１
階
和
室（
吉
岡
町
役
場
南
）

▼
問
合
せ
先

吉
岡
町
選
挙
管
理
委
員
会

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
２
２)



な
ど
に
つ
い
て
は
、
交
付
枚
数
が
月

割
り
と
な
り
ま
す
。）

▼
申
請
方
法

利
用
希
望
者
は
、
福

祉
タ
ク
シ
ー
券
交
付
申
請
書
に
所
定

の
事
項
を
記
入
し
手
帳
お
よ
び
印
鑑

を
持
参
の
う
え
、
健
康
福
祉
課
福
祉

室
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
審
査
の

う
え
、
交
付
し
ま
す
。

※
申
請
は
、
本
人
お
よ
び
家
族
の
人

以
外
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５

１
）

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付

障
が
い
者
・
高
齢
者
世
帯
に
対
す
る
福
祉
事
業

町
で
は
、
在
宅
の
障
が
い
者
お
よ

び
高
齢
者
が
医
療
機
関
へ
の
通
院
の

た
め
、
タ
ク
シ
ー
以
外
の
交
通
機
関

を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
、
そ
の
運
賃
の
基
本
料
金
分
の
タ

ク
シ
ー
利
用
券
を
申
請
に
よ
っ
て
交

付
し
ま
す
。

▼
交
付
対
象
者

吉
岡
町
に
１
年
以

上
住
所
を
有
す
る
在
宅
の
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人
。
た
だ
し
、
自

動
車
税
ま
た
は
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
て
い
る
人
の
世
帯
に
属
す
る

人
ま
た
は
生
活
保
護
者
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

(

１)

身
体
障
害
者
手
帳
の
障
が
い
の

等
級
が
１
級
お
よ
び
２
級
の
手
帳

(

２)

療
育
手
帳
の
障
が
い
の
程
度
が

Ａ
の
手
帳
所
持
者

(

３)

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

等
級
が
１
級
お
よ
び
２
級
の
手
帳
所

持
者

(

４)

満
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

世
帯

▼
交
付
内
容

申
請
者
お
よ
び
申
請

世
帯
に
対
し
、
タ
ク
シ
ー
利
用
券

年
間
48
枚
〔
月
４
枚
〕
を
交
付
し
ま

す
。(

た
だ
し
、
年
度
途
中
に
、
誕

生
日
を
迎
え
た
人
ま
た
は
被
認
定
者
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町
で
は
、
昨
年
か
ら
納
期
内
納
付

推
進
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
町
税
の
納
期
限
を

過
ぎ
て
も
納
め
て
い
な
い
納
税
者
に
、

督
促
通
知
が
発
送
さ
れ
る
ま
で
の
間

に
電
話
に
よ
る
催
告
を
行
い
ま
す
。

今
ま
で
、
納
期
限
か
ら
督
促
通
知

が
届
く
ま
で
の
間
に
納
税
を
済
ま
せ

て
い
た
だ
い
て
い
た
人
に
も
、
納
期

内
納
付
推
進
活
動
に
よ
る
電
話
催
告

②
公
売
の
実
施
（
差
押
え
財
産
を
公

売
し
、
そ
の
代
金
を
町
税
の
未
納
分

に
充
て
る
。）
平
成
22
年
度
の
公
売

実
績
は
１
件
で
す
。

・
納
税
者
の
皆
さ
ま
は
、
納
税
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
納
税
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
税
金
な
ど
の
現
金
納
付
や
口
座
振

替
の
で
き
る
金
融
機
関
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

▼
金
融
機
関

群
馬
銀
行
本
支
店
、

北
群
渋
川
農
業
協
同
組
合
本
支
所
、

か
み
つ
け
信
用
組
合
本
支
店
、
北
群

馬
信
用
金
庫
本
支
店
、
東
和
銀
行
本

支
店
、
利
根
郡
信
用
金
庫
本
支
店
、

し
の
の
め
信
用
金
庫
本
支
店
、
中
央

労
働
金
庫
本
支
店

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
口
座
振
替
の
み

利
用
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
３
５
）

家
庭
ご
み
の
直
接
搬
入
が

有
料
に
な
り
ま
す

広
域
圏
清
掃
セ
ン
タ
ー

平
成
23
年
10
月
１
日
か
ら
、
家
庭

ご
み
を
直
接
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
持
ち

込
む
場
合
、
処
理
手
数
料
が
有
料
と

な
り
ま
す
。

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
に
つ
い
て

は
、ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
に
従
い
、

指
定
袋
に
入
れ
て
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
出
す
よ
う
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。ま

た
、
集
団
回
収
な
ど
に
よ
り
リ

サ
イ
ク
ル
で
き
る
も
の
は
リ
サ
イ
ク

ル
を
行
い
、
ご
み
の
減
量
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
直
接
搬
入
す
る
家
庭
ご
み
手
数
料

の
額

３
０
０
円
／
20
kg

▼
搬
入
に
つ
い
て
　

・
清
掃
セ
ン
タ
ー
受
付
で
申
請
手
続

き
の
う
え
、
ご
み
を
搬
入
し
て
く
だ

さ
い
。

・
持
ち
込
む
場
合
、
運
搬
中
に
汚
水

や
ご
み
が
散
乱
し
な
い
よ
う
荷
造
り

し
、
必
ず
燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い

ご
み
な
ど
に
分
別
し
、
お
ろ
し
や
す

い
状
態
で
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

・
持
ち
込
む
場
合
、
指
定
袋
に
入
れ

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
※
直
接
搬

入
す
る
場
合
、
指
定
袋
に
入
っ
て
い

て
も
有
料
に
な
り
ま
す
。

▼
注
意
事
項

清
掃
セ
ン
タ
ー
で
処

理
で
き
な
い
ご
み
は
搬
入
で
き
ま
せ

ん
。
不
明
な
点
は
清
掃
セ
ン
タ
ー
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

渋
川
地
区
広
域
圏
清

掃
セ
ン
タ
ー
牲
23
・
０
４
６
０

９ 2011.４

町
税
の
納
期
内
納
付
推
進
活
動

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

※平成22年度は平成23年２月23日現在

が
行
わ
れ
ま
す
。
突
然
の
電
話
に
驚

く
か
と
思
い
ま
す
が
、
納
税
者
皆
さ

ま
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
納
期
内
納
付
推
進
活
動
の
目
的

①
納
め
忘
れ
を
防
止
し
、
町
税
の
滞

納
を
抑
え
る
こ
と

②
督
促
通
知
の
発
送
件
数
を
抑
制

し
、
納
税
者
の
負
担
と
な
る
督
促
手

数
料
を
抑
え
る
こ
と

③
納
税
者
の
負
担
と
な
る
延
滞
金
の

発
生
の
抑
制

町
税
を
納
期
限
が
過
ぎ
て
、
督
促

通
知
や
催
告
書
を
そ
の
ま
ま
放
置
し

ま
す
と
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
。

な
お
、
徴
収
強
化
策
と
し
て
、
訪

問
徴
収
や
文
書
催
告
な
ど
を
行
っ
て

も
、
納
税
に
誠
意
が
見
ら
れ
な
い
滞

納
者
の
人
に
は
次
の
よ
う
な
処
置
を

取
っ
て
い
ま
す
。

①
預
貯
金
・
不
動
産
・
売
掛
金
な
ど

の
差
押
え
の
執
行


